
市役所で届出をして引越したけど、投票はできるの？ 

 

富岡市の選挙は 
引越しの状況 

市役所で届出

をしてから 投票がで

きるか 
投票日に投票する場所は 

基準日の前 新しい住所の投票所で投票できます。 
市 内 転 居 

基準日の後 
○ 

以前の投票所で投票して下さい。 

３か月以上 ○ 
富岡市の選挙人名簿に登録され、新しい住所の投

票所で投票できます。 
県 外 の

市 町 村

から ３か月未満 × 
転入前の市町村の選挙人名簿に登録されていれ

ば、転入前の投票所で投票してください。 

３か月以上 ○ 
富岡市の選挙人名簿に登録され、新しい住所の投

票所で投票できます。 
転

入 
県 内 の

市 町 村

から ３か月未満 × 

県政選挙は、転入前の市町村の選挙人名簿に登録

されていれば、転入前の市町村で投票できます。

但し、本市に引き続き住所を有する証明書が必要

になります。 

県 外 の

市 町 村

に 

国政選挙 転出先の市町村に登録されていれば、新しい住所の投票所で投票で

きます。また、転出先の市町村の名選挙人簿に登録されておらず、富岡市で抹

消されていなければ、富岡市の投票所で投票できます。 

転

出 
県 内 の

市 町 村

に 
 

国政選挙 転出先の市町村に登録されていれば、新しい住所の投票所で投票で

きます。転出先の市町村の名選挙人簿に登録されておらず、富岡市で抹消され

ていなければ、富岡市の投票所で投票できます。 
県政選挙 転出先の市町村に登録されていれば、新しい住所の投票所で投票で

きます。また、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されておらず、富岡市で抹

消されていなければ、転出先の市町村の引き続き住所を有する証明書を持参す

れば富岡市の投票所で投票できます。 

注意：選挙ごとに「選挙基準日」という登録の基準になる日を設定しますので、詳しくは、選挙

管理委員会で選挙人名簿の登録を確認してください。 
 


